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計
量
法
施
行
規
則
第
百
二
十
一
条
に
基
づ
く
一
般
計
量
教
習
に
関
す
る
公
告

〇
独
立
行
政
法
人

産
業
技
術
総
合
研
究
所
公
告
第
二
号

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
九
号
）
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五

年
度
後
期
一
般
計
量
教
習
の
入
所
試
験
及
び
教
習
の
期
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

独
立
行
政
法
人

産
業
技
術
総
合
研
究
所

理
事
長

中
鉢

良
治

一

試
験
期
日

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
八
日

二

試
験
場
所

１

独
立
行
政
法
人

産
業
技
術
総
合
研
究
所

臨
海
副
都
心
セ
ン
タ
ー
（
東
京
都
江
東
区
青
海
二
丁
目
三
番
地
二

十
六
）

２

独
立
行
政
法
人

産
業
技
術
総
合
研
究
所

関
西
セ
ン
タ
ー
（
大
阪
府
池
田
市
緑
丘
一
丁
目
八
番
三
十
一
号
）

三

試
験
科
目

数
学
、
物
理
及
び
一
般
常
識

四

教
習
期
間

平
成
二
十
五
年
九
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日
ま
で

五

教
習
概
要

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
計
量
に
関
す
る
業
務
に
従
事

す
る
経
済
産
業
省
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
、

特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
及
び
指
定
校
正
機
関
の
職
員
並
び
に
計
量
士
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
必
要
な
技
術
及
び
実

務
六

入
所
定
員

四
十
名

七

受
験
願
書
等
の
提
出
期
限

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日
必
着

八

受
験
願
書
等
提
出
先

独
立
行
政
法
人

産
業
技
術
総
合
研
究
所

計
量
標
準
管
理
セ
ン
タ
ー

計
量
研
修
セ
ン
タ
ー

〒
三
〇
五
e

八
五
六
一

茨
城
県
つ
く
ば
市
東
一
丁
目
一
番
地
一

中
央
第
一

外
周

さ
く
ら
館

九

提
出
書
類
（
各
一
通
）

１

一
般
計
量
教
習
入
所
試
験
受
験
願
書
（
独
立
行
政
法
人

産
業
技
術
総
合
研
究
所
が
定
め
る
別
紙
様
式
第
１
）

２

履
歴
書
（
独
立
行
政
法
人

産
業
技
術
総
合
研
究
所
が
定
め
る
別
紙
様
式
第
２
）

３

推
薦
書
（
受
験
者
の
氏
名
、
受
験
理
由
、
勤
務
先
所
属
長
の
推
薦
理
由
、
役
職
名
、
氏
名
を
記
し
、
所
属
長
が

押
印
し
た
推
薦
書
）。
推
薦
書
の
提
出
の
無
い
受
験
者
に
は
、
一
に
記
す
期
日
に
、
入
所
試
験
終
了
後
面
談
を
実

施
す
る
。

４

写
真
（
大
き
さ
は
、
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
正
面
、
半
身
、
脱
帽
、
提

出
日
前
三
ヶ
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
を
自
署
し
た
も
の
）

５

健
康
診
断
書
（
提
出
日
前
三
ヶ
月
以
内
に
診
断
を
受
け
た
も
の
）

６

受
験
者
本
人
の
あ
て
名
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
大
き
さ
は
長
形
三
号
で
、「
簡
易
書
留
」
と
朱
書
き
し
、
三

百
九
十
円
切
手
を
貼
付
の
こ
と
）

十

提
出
方
法

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
簡
易
書
留
等
配
達
の
記
録
が
残
る
方
法
で
送
付
す
る
こ
と
。

十
一

そ
の
他

独
立
行
政
法
人

産
業
技
術
総
合
研
究
所

計
量
研
修
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
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w
w
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m
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m
e
tro

ltra
in
/

に
お
い
て
、
別
紙
様
式
等
の
情
報
を
公
開
す
る
。

教
習
の
修
了
は
受
講
状
況
及
び
筆
記
又
は
口
述
に
よ
る
修
了
試
験
の
結
果
等
に
よ
り
判
定
す
る
。
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